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次の議案別紙のとおり提出します。

令和�年�月�日

島根県知事 丸 山 達 也

第���号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する

条例の一部を改正する条例 �

第���号議案 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 �

第���号議案 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処す

るための県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職

員の特殊勤務手当に関する条例 �

第��	号議案 島根県立農林大学校条例の一部を改正する条例 	

第��
号議案 島根県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 


…………………………………

…………

……………………………

…………

…………………………………………………………



第���号議案

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用に関する条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第�中�の項を	の項とし、同表の
の項中「（中等教育学校の後期課程

を含む。）」を削り、同項を同表の�の項とし、同表中�の項を
の項とし、同

表の�の項中「県立高等学校」を「県立の高等学校」に改め、同項を同表の�の

項とし、同表中の項を�の項とし、�の項をの項とし、�の項の次に次の�

項を加える。

別表第�に次の�項を加える。

別表第�中�の項を	の項とし、同表の
の項中「（中等教育学校の後期課程

を含む。）」を削り、同項を同表の�の項とし、同表中�の項を
の項とし、同

―�―

� 知事 私立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下

同じ。）の専攻科の生徒又は学生の保護者等に対する奨

学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定

めるもの

�� 教育委員会 県立の高等学校の専攻科の生徒に対する就学支援金に相

当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定

めるもの

�� 教育委員会 国立又は公立の高等学校の専攻科の生徒又は学生の保護

者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの



表の�の項中「県立高等学校」を「県立の高等学校」に改め、同項を同表の�の

項とし、同表中�の項を�の項とし、�の項を�の項とし、�の項の次に次の�

項を加える。

別表第�に次の�項を加える。

附 則

この条例は、令和�年�月�日から施行する。

―�―

� 知事 私立の高等学校の専攻科の生徒又は学

生の保護者等に対する奨学のための給

付金の支給に関する事務であって規則

で定めるもの

就学支援金関係

情報であって規

則で定めるもの

	
 教育委員会 県立の高等学校の専攻科の生徒に対す

る就学支援金に相当する額の支援金の

支給に関する事務であって規則で定め

るもの

就学支援金関係

情報並びに独立

行政法人日本学

生支援機構法

（平成	�年法律

第�号）による

学資の貸与及び

支給に関する情

報であって規則

で定めるもの

		 教育委員会 国立又は公立の高等学校の専攻科の生

徒又は学生の保護者等に対する奨学の

ための給付金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの

就学支援金関係

情報であって規

則で定めるもの



第���号議案

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法施行条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

別表第�中��の項を��の項とし、��の項から��の項までを�項ずつ繰り下げ、

同表の��の項中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改め、

同項を同表の��の項とし、同表中��の項を��の項とし、	の項から��の項までを

�項ずつ繰り下げ、
の項の次に次のように加える。

	 私立の高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）の専攻科

の生徒又は学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務

であって規則で定めるもの

別表第�の�の項第
号中「県立高等学校」を「県立の高等学校」に改め、同

項第�号及び第号中「（中等教育学校の後期課程を含む。）」を削り、同項の

事務の欄に次のように加える。

� 県立の高等学校の専攻科の生徒に対する就学支援金に相当する額の支援金

の支給に関する事務であって規則で定めるもの

� 国立又は公立の高等学校の専攻科の生徒又は学生の保護者等に対する奨学

のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

附 則

この条例は、令和
年	月�日から施行する。ただし、別表第�の��の項を改

め、同項を同表の��の項とする改正規定（「肥料取締法」を「肥料の品質の確保

等に関する法律」に改める部分に限る。）は、令和�年��月�日から施行する。

―�―



第���号議案

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための県立学校の

教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例

（趣旨）

第�条 この条例は、県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県

条例第�号）第��条第�項及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例

（昭和��年島根県条例第	号）第��条第�項の規定に基づき、新型コロナウイ

ルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令

（令和�年政令第��号）第�条に規定するものをいう。次条及び第
条第�項

において同じ。）により生じた事態に対処するための県立学校の教育職員及び

市町村立学校の教職員（以下この条及び第
条第�項において「教職員」とい

う。）の特殊勤務手当の種類、支給される教職員の範囲、支給額その他特殊勤

務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

（特殊勤務手当の種類）

第�条 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務

手当の種類は、防疫作業等従事手当とする。

（防疫作業等従事手当）

第
条 教職員が、学校若しくは寄宿舎（新型コロナウイルス感染症の患者又は

その疑いのある者が在籍、居住又は勤務するものに限る。）又はこれらに準ず

る区域として教育委員会規則で定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染

症から幼児、児童又は生徒の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措

置に係る作業であって教育委員会規則で定めるものに従事したときは、防疫作

業等従事手当を支給する。

� 前項の手当の額は、�日につき、��円を超えない範囲内で教育委員会規

則で定める額とする。

（教育委員会規則への委任）

―�―



第�条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

� 前項の定めをするときは、教育委員会は、あらかじめ人事委員会と協議する

ものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和�年�月�日から適用する。

―�―



第���号議案

島根県立農林大学校条例の一部を改正する条例

島根県立農林大学校条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を次のように改

正する。

第�条第�項中「最終学年の�月」を「大学校を卒業する日の属する月（以下

この項及び第	条において「卒業月」という。）」に、「
月�日」を「卒業月

の前月の�日」に改める。

第	条ただし書中「最終学年の�月分」を「卒業月分」に、「当該月前」を

「卒業月前」に、「当該月分」を「卒業月分」に、「及び前条」を「並びに前

条」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

―�―



第���号議案

島根県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

島根県公営企業の設置等に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を

次のように改正する。

別表第�隠岐大峯山風力発電所の項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島根県公営企業の

設置等に関する条例の規定は、規則で定める日から適用する。

―�―


